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地域座談会（北条地区会場） 意見交換記録 

と き  平成２５年５月２１日（火曜日） 

午後７時３０分から午後９時３０分 

ところ  中央公民館 

                   参加者  １９ 人 

番号 項 目 町民等からの意見等要旨 町からの発言要旨 

１ 財政見通しに

ついて 

●投資的経費が下がっている。具

体的にどんな事業を終えたために

下がったのか。 

●農業所得が上昇する見込みとの

ことだが、どの作物で上昇したの

か。 

 

 

●中期の試算で、町税に変化がな

いのはなぜか。 

 

 

 

 

 

●10 年後、交付税が下がることで、

町民にどんな負担が生じるのか。 

 

 

 

●平成28年度までしか交付税はも

らえないのか。 

●全国的な問題として捉えずに、

今から努力をしていってほしい。 

 

●合併特例債については、全てが

国の負担でなく、町の負担もある

はず。町民一人あたりにするとい

くらになるか。 

 

 

 

●地域自立活性化支援事業は、約

●平成 25年度については、大栄地

区の伝送路整備、リサイクルセン

ターの改造、消防車の購入です。 

●町民税で約 3,700 万円の増を見

込んでいますが、この原因は給与

所得によるものでなく、農業所得

の増によるものです。作物につい

ては分かりません。 

●中期の試算は、人口が増加する

かなどの見込みで試算しているも

のです。政策や景気のことは含ん

でいません。町税の変化は、固定

資産税の評価替えの据え置き期間

の関係でこのようになっていま

す。 

●今と同じようなことをしていれ

ば、5 億 6,000 万円の赤字になりま

す。そうならないように歳出削減

などの財政運営をしていかなけれ

ばなりません。 

●平成28年度までは合併前の2町

があるものとして交付税が算定さ

れますが、その後は 1 町として算

定され、5 年をかけて減額されてい

きます。 

●町が借り入れできる合併特例債

の上限は 60 億円で、これまで約 30

億円を活用しています。負担につ

いては、国が 7割、町が 3 割です。

30 億円の 3 割で 9 億円。これを人

口約１万５千人で割れば 6 万円程

度の負担になります。 

●同じようなものです。新たに取
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10 年前の旧町時代に地域活性化活

動というものがあったが、同じも

のか。 

 

●100％町税で行われている事業

を教えてほしい。 

り組むソフト事業が対象で、1 コミ

ュニティ当り 3 年を限度としてい

ます。詳細は政策企画課にお尋ね

ください。 

●「平成 25年度今年の仕事」の中

に主な事業を載せています。定

住・移住の相談、リフォームの支

援補助などです。 

２ 下水道につい

て 

●下水道整備の総事業費はいくら

か。 

●料金を上げることで、収支はう

まくいくのか。 

 

●277 億円かかっています。 

 

●答申どおりに改定を行っていけ

ば、平成 30年度には、料金でまか

なうべきものが、きちんと出来る

と試算しています。 

３ 風力発電につ

いて 

●風車は当初 2 億円の収入見込み

だったと思うが、売電価格の変更

でさらに 2 億円の増で 4 億円の収

入があると考えてよいか。 

●風車の増益は、自治体が自由に

使っていいものか。 

 

●これまで約 2 億 5,000 万円の収

入であったので、約 4 億 5,000 万

円になります。 

 

●新売電価格は、13 年の時限措置

です。今後のために基金を積み立

てるなどが必要ですが、自治体が

自由に使っていいものです。 

４ がん検診につ

いて 

●がんによる死亡者は、国保、健

保、無保険でどうなっているか。 

●町で把握しているのは、健康増

進法にのっとり、職場などで受け

られない方を対象にしています。

会社等での受診は把握していませ

ん。また、死亡者の保険の状況は

分かりません。 

５ 産業振興・人

口増加対策に

ついて 

●げんきなまちづくりを掲げてい

るが、人口を増やし、企業誘致や

産業を起こし、税収を増やしてい

くようなことが書かれていない

が、何か検討されたり、失敗した

りしたことがあるか。 

 

 

 

●町として、収入をどう上げてい

くかを考えたら、人口増による税

●人口増加については、空き家情

報バンクを使って改修費などを助

成してきました。特には農業です

がＩＪＵターンでの産業振興を考

えています。また、企業誘致での

雇用拡大、産業振興条例で企業の

投資を支援するような施策を考え

ています。起業については難しい

ようです。 

●人口増は、各種団体や農業委員

会でも検討いただいていますが、
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収の増ではないか。 

●税収が下がっていけば、立ち回

らなくなるので、知恵を出し合っ

て考えてほしい。 

●結婚対策について、婚活グルー

プがボランティアで行っている

が、町としても協力して補助など

できないか。結婚したくても相手

がいなかったり、出会いがなかっ

たりする人が多くいる。 

結婚が難しい状況です。農業での

ＩＪＵターンも考えているが難し

いところです。 

 

●地域活性化支援交付金が活用で

きると思います。詳細は、政策企

画課にお尋ねください。 

 

６ 子どもの貧困

対策について 

●貧困により学校に行けない子ど

もがあるか。 

 

●そのような家庭には、小・中学

であれば、学用品、修学旅行、給

食費の補助を行っています。高校

であれば、10 万円の音田基金、大

学では、7 万円の竹歳敏夫奨学育英

会の資金を活用していただいてい

ます。 

７ 自治会の太陽

光発電事業に

ついて 

●太陽光の自治会調査について、

設置費などの補助を詳しく教えて

ほしい。 

 

●まず、設置が可能か、発電量は

どれくらいなるかなどを調査し、

設置費については、2 分の 1 を町

が、残りの 2 分の 1 を町民出資で

行う予定です。町民出資について

は 10年間、売電収入の中から償還

しなければなりませんが、それが

終われば、自治会の収入として使

っていただきたいと考えていま

す。どちらにせよ、調査結果を受

けて、内容について検討すること

になります。 

８ 教育向上事業

について 

●今年度から行われる教育向上事

業について、教員免許などの有資

格者でなければ出来ないものか、

また、期間などはどう考えている

か。 

 

●資格が必要だとは考えていませ

ん。ボランティアで、宿題を見守

るとか、勉学にこだわらず、地域

で子どもを育てていこうという活

動に対して、支援していこうとい

うものです。期間などは、地域の

実情に合わせて考えていただけれ

ばよいと思います。 

９ 放水路の対応

について 

●放水路の冬季期間中の対応につ

いて、消火用の水位が確保出来て

●県土整備局に意見を伝え、検討

させていただきます。 
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 いないし、春に鯉の遡上が見られ

なくなった。生態系に影響をおよ

ぼしているのではないか。 

 

 

 

10 旧中央保育所

の利用につい

て 

 

●旧中央保育所について、今後ど

のようにされる予定なのか。 

 

●シロアリの問題もあり、使って

いない施設にシロアリ駆除を行う

かなどの問題がありますが、現在

のところ、方針は決まっていませ

ん。当面は周囲に迷惑のかからな

いような管理をしていかなければ

ならないと思っています。 

11 空き屋対策に

ついて 

●空き屋について、調査を行った

後はどうしていく考えか。 

 

 

 

●施設に入ってしまうのでなく、

在宅で見ていきたい人もいる。母

がなごみの郷に通っていて、よい

対応をしていただき、食事が自分

で出来るようになった。空き家の

調査をされるとのことだが、こう

いう地域型のデイサービスも検討

してほしい。 

●自治会から報告いただいた後、

職員が出向いて、周囲や危険状況

などを確認し、所有者の調査を行

ないました。管理状況が悪ければ、

適正な管理を指導していきます。 

●栄保育所も同じように活用いた

だき、いつも定員いっぱいに利用

していただいていると聞いていま

す。空き家の活用も検討していき

たいと思います。 

12 コナン通りの

街路灯につい

て 

●コナン通りの再生エネルギー利

用した街路灯とあるがどういうも

のか。 

●この通りは暗くて夜歩けない。

マラソン大会でも多くの方が来ら

れるので、防犯の面でも早期に実

施してほしい。 

●太陽光や風力など利用エネルギ

ーや街路灯の明るさ、また、デザ

インについても検討している段階

です。 

 

13 道の駅につい

て 

 

●道の駅の充実の話を聞いて喜ん

でいる。お台場の農産物販売所と

レストランの間に休憩所がある

が、座ったり、くつろいだりする

スペースがなくさみしい。人がホ

ッと出来るようなスペースにして

ほしい。 

河原町の道の駅には、畳のスペ

ースもあり、横になったり、子ど

●道の駅は、町と国交省で作った

もので、休憩スペースは国交省管

理の場所になります。ご意見を国

交省に伝えておきます。 
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もとくつろいだり出来る。この前

もここでコンサートがあり、大変

よいと感じた。おもてなしの心を

もった場所作りをしてほしい。 

 


